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高山茶筌 観光ブランディング事業委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

1. 業務概要 

（1） 業務名称 

高山茶筌 観光ブランディング事業委託 

 

（2） 実施目的 

本市には、日本茶文化の一翼を担う「高山茶筌」の産地がある。また、日本茶文化の象徴である

「茶道」と「高山茶筌」は歴史的に深いつながりがある。茶室の中では、全ての人が皆平等という規

範に代表されるように、茶道の礎には全ての人は皆平等で、人の心を和やかにし、平和を希求す

る精神が脈々と受け継がれており、その精神性は「高山茶筌」にも反映されている。平和を希求す

る精神性と合わせて、日本茶文化の海外への浸透を図っていきたいと考えている。 

昨年度は、海外への「高山茶筌」ブランド浸透と本市へのインバウンド増加につなげるため、「高

山茶筌」と「禅」を組み合わせた新たなブランドコンセプトを創り、それを反映したプロモーションを

実施することができた。 

本年度は、「高山茶筌」の海外及びインバウンド需要の獲得に向けた独自の着地型旅行商品の

造成と共に、将来に亘り伝統的工芸品である「高山茶筌」が持続的に生産され続けるための仕組

みづくりを行う。 

 

（3） 業務内容 

① 高山茶筌の生産地の資源を活用した独自の着地型旅行商品の造成 

・高山茶筌の生産地の資源(高山竹林園、茶筌工房、茶筌師、文化財等)を活用した独自の着地

型旅行商品の造成を行うこと。また、造成するものは、以下の既存例と類似するものではないこ

と。 

【既存例】https://www.tikurinen.jp/event-maccha 

・造成した商品は、成果物の納品時点で高山竹林園や奈良県高山茶筌生産共同組合(各組合員

の事業所等を含む)の商品として販売できるものであること。 

【着地型旅行商品とは】 

旅行者を受け入れる地域(本事業であれば高山茶筌の生産地域)で作られる旅行商品のこと 

※注意※ 

・海外需要の拡大と獲得が主目的となるが、高山茶筌及び生産地の資源を活用した新たな独自

商品やサービス等であり、結果として本市へのインバウンド需要の拡大や獲得につなげることが

可能なものは、本事業において着地型旅行商品とする。 

 

② 上記①を周知するためのプロモーション素材の制作 

・雑誌・リーフレット等の紙媒体及び高山竹林園や奈良県高山茶筌生産協同組合等HPの掲載に

使用できる素材。なお、海外及びインバウンド需要の獲得に向けて日本語と英語での素材制作

を必須とし、日本語と英語以外の言語（最低１言語）を加えた３言語で制作すること。 

【参考】 

https://www.tikurinen.jp/event-maccha
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高山竹林園HP 

https://www.tikurinen.jp/ 

奈良県高山茶筌生産協同組合HP 

http://takayamachasenkumiai.com/ 

③ インバウンドを扱う旅行業者や宿泊業者等(以下、「旅行業者等」という。)に対し、上記①②の周

知と一部旅行業者等へのテストセールス(2者程度)の実施及び周知・テストセールス実施後の効

果検証 

④ 将来に亘り伝統工芸品として「高山茶筌」が持続的に生産され続けるための仕組みづくりの提案 

 

（4） 業務期間 

   契約締結日～令和７年３月１４日（金） 

 

2. 業務に要する費用（予定価格） 

３，９９７，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

なお、参考見積書の金額が、業務に関する費用（予定価格）を超過した場合は失格とする。 

 

3. 参加資格 

(1) プロポーザルに参加できる者（提案者）は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しな

いこと。 

② 国税及び地方税を滞納していないこと。 

③ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破産の申し立てがなされていないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、

会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁

判所の認可決定を受けた者を除く。 

⑤ 公示日から候補者となる提案者の特定の日まで、生駒市より入札参加停止措置を受け

ていないこと。 

⑥ 次の（ア）から（オ）までのいずれにも該当しないこと。 

（ア） 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所

（市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持

たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその

者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」

という。以下同じ。）第２条第６号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であると認め

られるとき。 

（イ） 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（ウ） 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の

https://www.tikurinen.jp/
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不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員

を利用していると認められるとき。 

（エ） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直

接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認めら

れるとき。 

（オ） （ウ）及び（エ）に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有していると認められるとき。 

⑦ 過去５年間において、国、地方公共団体や観光地域づくり法人（ＤＭＯ／ＤＭＣ）、観光協

会等から海外需要の拡大・獲得における観光資源等を活用した独自商品やサービス等

の造成若しくは発信に係る業務の受注実績があり、本委託業務の遂行に必要な経験及

びノウハウを十分に有していること。 

 

4. 質問の受付及び回答 

(1) 提出期限 令和６年７月９日（火） 正午まで（必着） 

(2) 提出方法 別添の質問書（様式１）により、電子メールで提出すること。 

        （電子メールアドレス） ｋａｎｋｏｕｓｈｉｎｋｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｉｋｏｍａ．ｌｇ．ｊｐ 

※これ以外の方法で提出された質問に対しては回答しません。 

(3) 回 答 日  令和６年７月１１日（木） １７時１５分まで 

(4) 回答方法 生駒市公式ホームページに掲載 

 

5. 企画提案書等の作成及び提出 

(1) 提出書類・必要部数 

① 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式２）原本１部 

② 業務実施体制各種調書及び企画提案書等 

（ア）～（カ）は原本１部・副本３部（オ）企画提案書の副本については、提案者名が分から

ないようにマスキング処理等を実施し３部、（キ）～（ケ）は原本１部。（オ）の企画提案書副本

についてはメール等の通信手段でデータも送信すること。なお、本市の令和６年度物品・委

託業務業者登録一覧表に記載のある者については、（キ）～（ケ）を省略することができる。 

（ア） 会社概要（様式３） 

（イ） 業務実績調書（様式４） 

業務実績調書に記載した事業の内容がわかる資料（紙媒体、データ媒体問わず）を

各１部提出すること。ただし、事業の実施手法がわかるホームページがあれば、その

ＵＲＬを記載することで提出があったとみなす。 

（ウ） 担当者名簿、担当者の経歴及び実績等調書（様式５及び様式５-別紙） 

本業務に携わる担当者（統括責任者、企画責任者、運営・進行管理責任者、会場設

営責任者、広報責任者など）のプロフィール及び各担当者全員分のこれまでの業務

経歴を記載すること。 

（エ） 再委託調書（様式６） 

再委託する場合のみ 
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（オ） 企画提案書（様式任意） 

別紙「企画提案書等作成要領」に基づき作成すること。 

（カ） 参考見積書（様式任意） 

事業の実施に係る概算費用を内訳が分かるように項目ごとに記載すること。 

（キ） 登記簿謄本又は登記事項全部証明書（その他の団体等で法人登記がない場合は、

定款その他の規約）【提案時点で発行から３ヶ月以内のもの：写し可】 

（ク） 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（法人：納税証明書その３の３、個人：

納税証明書その３の２）【提案時点で発行から３ヶ月以内のもの：写し可】 

（ケ） 誓約書、役員等一覧表（様式７及び様式７-別紙） 

(2) 提出期限等 

① 提出期限 令和６年７月２４日（水） 正午まで（必着） 

② 提出場所 生駒市役所 地域活力創生部 商工観光課観光振興室 

（市役所２階２６番窓口） 

③ 提出方法 紙媒体及びデータ（企画提案書の副本のみ）の両方 

紙媒体：持参又は郵送により提出 

郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とすること

データ：電子メールによる PDFデータの提出 

提出先メールアドレス：kankoushinkou@city.ikoma.lg.jp 

 

6. 審査方法 

(1) 第１次審査（書類審査） 

     提出された業務実施体制回答書及び企画提案書を審査し、高い評価を得た提案者５者を選

考する。ただし、提案者が５者以下の場合は、第１次審査を省略し、第２次審査において提出書

類審査及びヒアリング等による審査を実施できるものとする。 

       実施日：令和６年７月２９日（月）（予定） 

(2) 第２次審査（ヒアリング等による最終審査） 

     第１次審査により選考された者に対し、企画提案についてのプレゼンテーションによるヒアリ

ング等を実施して評価し、最も優れている提案を特定する。なお、プレゼンテーションに際して

は第１次審査（書類審査）で提出した企画提案書を用いて実施するため、必要な情報は記載す

ること。プレゼンテーションに際して、動画など企画提案書以外を併用して提案を行う場合は、

企画提案書内にその旨記載し、その実施方法について事務局の承認を得ること。 

        実施日：令和６年７月３１日（水）（予定） 

(3) 審査結果の通知 

① 第１次審査 

        審査結果を電子メールにより通知する。なお、選考された者のみ、第２次審査の日程等

を、電話もしくは電子メールで通知する。 

② 第２次審査 

審査結果を電子メールにより通知する。 

 

mailto:kankoushinkou@city.ikoma.lg.jp
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7. 審査基準及び配点 

プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査します。 

(1) 信頼性・実施能力（業務実績件数）         ２０点／２００点 

(2) 参考見積書    １０点／２００点 

(3) 企画提案書・ヒアリング   １７０点／２００点 

 

8. 日程 

公示  令和６年７月５日（金） 

質問締切  令和６年７月９日（火） 正午まで 

質問回答  令和６年７月１１日（木） 17時 15分までに生駒市公式ＨＰに記載 

企画提案書等締切 令和６年７月２４日（水） 正午まで 

第１次審査（予定） 令和６年７月２９日（月） 

第２次審査（予定） 令和６年７月３１日（水） 

選定結果通知（予定） 令和６年８月上旬 

契約締結（予定） 令和６年８月上旬 

業務開始（予定） 令和６年８月上旬 

 

 

9. 失格事項 

提出書類または提案者が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１） 提案書の提出期限、提出場所、提出方法に適合しない場合。 

（２） 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの。 

（３） 提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの。 

（４） 第２次審査（ヒアリング等による最終審査）に出席しなかった場合。 

（５） 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。 

（６） 参考見積書の金額が、２.業務に要する費用（予定価格）を超過したもの。 

 

10. 契約 

受託候補者となる提案者の特定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに

随意契約の手続きを行うものとする。なお、その際には、特定された者はあらためて見積書を提

出するものとする。 

 

11. その他留意事項 

（１） 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、入札参加停止措置

を行うことがある。 

（３） 提出書類は返却しないとともに、提案者の特定以外には提案者に無断で使用しない。 

（４） 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提案者の負担とする。 

（５） 担当者等、提出した実施体制の内容は、原則として変更できない。なお、やむを得ない理由
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により変更する場合には、生駒市と協議のうえ決定するものとする。 

（６） 生駒市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。た

だし、提案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる

場合があり、この情報に該当する部分がある場合には、予め文書により申し出ること。なお、

本プロポーザルの受託候補者となる提案者特定前において、決定に影響がでるおそれが

ある情報については決定後の開示とする。 

 

12. 担当部署（提出・問合せ先） 

  生駒市 地域活力創生部 商工観光課 観光振興室 担当：南・井上・荒木 

  生駒市東新町８‐３８  ＴＥＬ：０７４３－７４－１１１１（内線）２３10 

  Ｅ-ｍａｉｌ ｋａｎｋｏｕｓｈｉｎｋｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｉｋｏｍａ．ｌｇ．ｊｐ 


